
（令和８年４月　酒々井町作成）

グリーン化特例適用対象車にかかる税率表 
 

※揮発油を内燃機関の燃料とする営業用乗用車に限る。 
 
 

軽減後税額表 
 

 対象車 税率

 電気自動車（自家用乗用車は除く）

概ね 
75%減

 天然ガス自動車（自家用乗用車は除く）で 
平成 30年排出ガス基準達成車または 
平成 21年排出ガス基準値より 10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの

 

平成 17年排出ガス基準 75%低減達成
車 
または 
平成 30年排出ガス基準 50%低減達成
車

乗用※ 令和 12年度燃費基準 90%達成車 
かつ令和 2年度燃費基準達成車

概ね 
50%減

 貨物 適用なし 

 乗用※ 令和 12年度燃費基準 70%達成車 
かつ令和 2年度燃費基準達成車

概ね 
25%減

 貨物 適用なし

 車種 概ね 75%軽減後 概ね 50%軽減後
 

3輪で 660cc以下 1,000円
2,000円 

※営業用のみ

 

4輪以上で 
660cc以下

自家用
乗用 2,700円

 貨物 1,300円
 

営業用
乗用 1,800円 3,500円

 貨物 1,000円


